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社会福祉法人等によるごみ捨て支援を普及させるための取組 

 

１ ごみ捨て支援の概要 

   自力でごみ出しをすることが困難な高齢者に代わって市内の障がい者施設が高齢者自宅から集積所

までのごみ捨て支援を行っている。概要は次の表のとおり。 

法人等 ぶさん会 東幸会 
サポート 

センター虹 
俊公会 

ふれ愛プラザ 

あおば 

地区 

根城町内、 

東根城町内、 

鹿島町内 

大久保町内 

周辺 

白山台地区、 

田面木地区 

一部 

石堂地区 

周辺 

青葉地区 

周辺 

対応 

ごみ収集日の前

日に高齢者宅を

訪問して家庭ご

みを預かり、翌

日所定の集積

所に出す。 

ごみ収集日の朝

に高齢者宅を訪

問して、ごみを

運ぶ。 

ごみ収集日の朝

に高齢者宅を訪

問して、ごみを

運ぶ。 

ごみ収集日の当

日に高齢者宅を

訪問して、所定

の 集 積 所 に 出

す。 

ごみ収集日の前

日に高齢者宅を

訪問して家庭ご 

みを預かり、翌

日所定の集積

所に出す。 

対応者 
法人職員 

利用者 
法人職員 

法人職員 

利用者 

法人職員 

利用者 

法人職員 

利用者 

料金 100 円/１回 無料 100 円/１回 100 円/１回 100 円/１回 

開始日 平成30年２月 平成30年７月 令和２年７月 令和２年４月 令和４年６月 

実績 

(累計) 

１件 

(５件) 

０件 

(１件) 

２件 

(４件) 

１件 

(１件) 

１件 

(１件) 

 

2 今後の取組 

○市地域包括支援センターや高齢者支援センターが、高齢者やその家族、ケアマネジャーからの相談を 

  通じて障がい福祉サービス事業所と連携して、ごみ捨て支援を推進していく。 

 ○地域ケア会議などの会議を通じて、ケアマネジャーに対して社会福祉法人等による、ごみ捨て支援の

周知を図る。 

 

３ 取組の効果 

 ○介護保険制度によらない社会資源の開発 

 ○障がい者への就労機会の確保 

 ○社会福祉法人による地域における社会貢献 


